
1 

雑がみ・オフィスペーパーの分別排出基準 
 

公益財団法人古紙再生促進センター 

制定 平成 17年 5月 25日 

改定 平成 23年 2月 24日 

改定 平成 24年 9月 21日 

改定 平成 28年 5月 26日 

 

基準 

 この基準は、雑がみとオフィスペーパーを分別排出する際に必要な事項をまとめたものである。 

この基準に記されていない事項や細部の取扱い等については、古紙の排出者と取引業者の双方で協

議することを前提にしている。 

 

1. 雑がみ 

 

（1）雑がみの内容 

 雑がみとは、家庭より発生する紙・板紙及びその製品で、新聞（折込チラシを含む。）、雑誌、段ボ

ール、飲料用パックのいずれの区分にも入らないものをいう。具体的には、家庭で不要となった投込

みチラシ、コピー紙、包装紙、紙袋、紙箱などの紙全般を指す。 

  

（2）雑がみに入れられない紙類 

○防水加工された紙（紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺容器、紙製のヨーグルト容器など） 

○カーボン紙、ノーカーボン紙（宅配便の複写伝票など） 

○圧着はがき（親展はがき） 

○シール、粘着テープなど 

○感熱紙（感熱ファックス用紙、レシートなど） 

○抄色紙(判定基準 A、Bを除く)※ 

○印画紙(写真、インクジェット写真用紙、アルバム) 

○新聞折込チラシ、雑誌、カタログに付随したサンプル類(シャンプー、化粧品など) 

○プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合せた複合素材の紙 

○金・銀などの金属が箔押しされた紙 

○不織布(マスク、簡易お手拭など) 

○芳香紙、臭いのついた紙（洗剤・石鹸・線香などの紙製包装・紙箱・段ボール箱など） 

○カバンや靴などの詰物(緩衝材として使用済み昇華転写紙が再使用されることが多い) 

○昇華転写紙（捺染紙、アイロンプリント紙、主に絵柄など布地に加熱してプリントする際に使われ

る紙） 

○感熱性発泡紙（立体コピー紙、主に点字関係で使用されるもので、熱を加えたところが盛り上がる

紙） 

○合成紙、ストーンペーパー（プラスチックと鉱物でつくられているので、正確には紙でない） 

○食品残渣のついた紙 

○汚れた紙(油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやペーパータオル、ペットの汚物処理

した紙など) 

○その他製紙原料として不適当なもの 

 

※ 抄色紙の製造メーカーは、抄色紙のリサイクル適性の判定基準によりランク付を行っている。製

造メーカーのホームページを参照のこと。  

 

（3）雑がみを排出する際の留意事項 

○シールが貼られたはがきや封筒は、シールを取り除くこと。 

○プラスチックフィルムのついたティッシュ取り出し口や窓枠封筒は、その部分を取り除くこと。 

○プラスチックフィルムが貼られた雑誌の表紙などは、その部分の表紙などを取り除くこと。 

○金属やプラスチックが付着したファイル、バインダーは、金属やプラスチックを取り除くこと。 

○紙や紙箱に貼られた粘着テープは、取り除くこと。 

  

（4）雑がみの排出方法 

 大きさを揃えて（細かいものは紙袋に入れて）、紙ひもなどで十文字に縛る。 
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2. オフィスペーパー 

 

（1）オフィスペーパーの内容 

 オフィスペーパーとは、オフィスより発生する紙及び紙製品で、主として製本していないバラの墨

印刷・色刷りのある印刷物、使用済みのコピー用紙を含んでいるものをいう。 

 具体的には、オフィスで不要となったコピー紙、チラシ、名刺、封筒、包装紙、紙袋などの全般を

指す。 

  

（2）オフィスペーパーに入れられない紙類 

○防水加工された紙（紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺容器、紙製のヨーグルト容器など） 

○カーボン紙、ノーカーボン紙（宅配便の複写伝票など） 

○圧着はがき（親展はがき） 

○シール、粘着テープなど 

○感熱紙（感熱ファックス用紙、レシートなど） 

○抄色紙(判定基準 A、Bを除く)※ 

○印画紙(写真、インクジェット写真用紙、アルバム) 

○新聞折込チラシ、雑誌、カタログに付随したサンプル類(シャンプー、化粧品など) 

○プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合せた複合素材の紙 

○金・銀などの金属が箔押しされた紙 

○不織布(マスク、簡易お手拭など) 

○芳香紙、臭いのついた紙（洗剤・石鹸・線香などの紙製包装・紙箱・段ボール箱など） 

○カバンや靴などの詰物(緩衝材として使用済み昇華転写紙が再使用されることが多い) 

○昇華転写紙（捺染紙、アイロンプリント紙、主に絵柄など布地に加熱してプリントする際に使われ

る紙） 

○感熱性発泡紙（立体コピー紙、主に点字関係で使用されるもので、熱を加えたところが盛り上がる

紙） 

○合成紙、ストーンペーパー（プラスチックと鉱物でつくられているので、正確には紙でない） 

○食品残渣のついた紙 

○汚れた紙(油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやペーパータオル、ペットの汚物処理

した紙など) 

○その他製紙原料として不適当なもの 

 

※ 抄色紙の製造メーカーは、抄色紙のリサイクル適性の判定基準によりランク付を行っている。製

造メーカーのホームページを参照のこと。  

  

（3）オフィスペーパーを排出する際の留意事項 

○シールが貼られたはがきや封筒は、シールを取り除くこと。 

○プラスチックフィルムのついたティッシュ取り出し口や窓枠封筒は、その部分を取り除くこと。 

○プラスチックフィルムが貼られた雑誌の表紙などは、その部分の表紙などを取り除くこと。 

○金属やプラスチックが付着したファイル、バインダーは、金属やプラスチックを取り除くこと。 

○紙や紙箱に貼られた粘着テープは、取り除くこと。 

  

（4）オフィスペーパーの排出方法 

 大きさを揃えて、紙ひもなどで十文字に縛る。 

  

（5）シュレッダーにかけた紙の取扱い 

 シュレッダーにかけた紙の取扱いについては、古紙の排出者と取引業者の双方で協議するものとする。 

 


